
妊娠・出産等を機に不利益な取扱いを受けたときは

妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等を理由とする
　　　　　不利益取扱いは禁止されています　　　　　

　妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等を理由とした解雇、不利益な異動、減給、降格などの取扱い（い
わゆる「マタニティハラスメント」「マタハラ」）を行うことは男女雇用機会均等法、育児・介護休業法で禁止され
ています。 

妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等を理由として
　　　　　　　不利益取扱いを行うとは　　　　　　　

　男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の違反の要件となっている「理由として」とは妊娠・出産、産前・
産後休業、育児休業等の事由と不利益取扱いとの間に「因果関係」があることを指します。
　妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等の事由を「契機として」（※）不利益取扱いを行った場合は、原則と
して「理由として」いる（事由と不利益取扱いとの間に因果関係がある）と解され、法違反となります。

たれさなが益利不に内以年１らか了終の由事の等業休児育、業休後産・前産、産出・娠妊、てしと則原　 ※　
場合は「契機として」いると判断します。

あ、は又、るいてっま決に前事が期時施実、もてっあで合場るいてえ超を年１らか了終の由事、しだた　 　　
る程度定期的になされる措置（人事異動、人事考課、雇止めなど）については事由の終了後の最初のタイ
ミングまでの間に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断されます。

■妊娠した、出産した
■妊婦健診を受けに行くため仕事を休んだ
■つわりや切迫流産で仕事を休んだ
■産前・産後休業をとった
■育児休業をとった
■子どもが病気になり看護休暇をとった
■育児のため残業や夜勤の免除を申し出た

など

■解雇された
■退職を強要された
■契約更新がされなかった
■正社員からパートになれと強要された
■減給された
■普通ありえないような配置転換をされた

など

例えばこんなことを理由として こんな取扱いを受けたら法違反です

（男女雇用機会均等法第９条第３項、育児・介護休業法第10条等）

マタハラかも？と思ったら、一人で悩む前に
雇用均等室へ相談を（匿名でも大丈夫・相談は無料です）
➡都道府県労働局雇用均等室の所在地一覧は裏表紙をご覧ください。
➡マタハラについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください（厚生労働省ホームページ）。
　　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088308.html
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妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントを受けたときは

上司・同僚から

上司・同僚からの妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等に関する 
ハラスメント防止措置が事業主に義務づけられています

　平成29年１月１日から、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正により、上司・同僚による、職
場における妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等に関するハラスメントを防止する措置を講じることが、
事業主に義務づけられています。

（男女雇用機会均等法第11条の２、育児・介護休業法第25条）

例えばこんなことを理由とする こんな行為がハラスメントです

■妊娠した、出産した
■妊婦健診にいくため仕事を休んだ
■つわりや切迫早産で仕事を休んだ
■産前休業の取得について上司に相談した
■育児休業の取得を申し出た
■子どもが病気になり、看護休暇をとった

など

■解雇を示唆するようなことを言われた
■正社員からパートになるよう言われた
■ 上司から、制度を利用しないように言わ

れた
■ 同僚から、何度も制度の利用をやめるよ

うに言われた
■仕事を取り上げられ、雑用をさせられた
■ 同僚から繰り返し「今の時期に妊娠すべ

きではなかった」と言われた
など

妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントとは
　職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントには、上司又は同僚から行われる以下
のものがあります。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づ
く言動によるものについては、ハラスメントではありません。

①　解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
　　産前休業の取得を上司に相談したところ、「休むなら辞めてもらう」など解雇を示唆されること等
②　制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの

あ。るす勤出にり通間時らな分自「らか僚同、ろことた出し申を勤出差時めたの和緩担負の勤通 　 　
なたもそうすべき。」と繰り返し言われ制度の利用をあきらめざるを得ない状況となっている等

③　妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの
っかなできべす娠妊もたなあ。いなし娠妊に期時の今らな分自「、らたえ伝に僚同をとこたし娠妊 　 　

た。」と繰り返し言われ、就業するうえで看過できない程度の支障が生じていること等

　事業主は、これらのハラスメントが生じないように、また、もしもハラスメントが生じてしまった
場合には迅速に対応できるよう、雇用管理上の措置を講じなければなりません。
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マタハラについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください（厚生労働省ホームページ）。
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紛　争

従業員 事業主企業内における自主的な対処

企　　業

都道府県労働局雇用均等室

未解決

事業主との間にトラブルが生じたときは

紛争解決援助制度
　都道府県労働局雇用均等室では、労働者と事業主の間で、男女均等取扱い等に関するトラブル、育児・介護
休業等に関するトラブル、パートタイム労働者の差別的取扱い、均衡待遇および通常の労働者への転換推進措
置などに関するトラブルが生じた場合、当事者の一方または双方の申出があれば、トラブルの早期解決のため
の援助を行っています。
　詳しくは最寄りの都道府県労働局雇用均等室（所在地一覧は裏表紙をご覧ください）へどうぞおたずね、ご
相談ください。

●男女雇用機会均等、育児・介護休業、パートタイム労働等に関する相談の受付
●男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度・行政指導の説明

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に
基づく紛争解決の援助の対象となる紛争

簡単な手続きで、
迅速に行政機関に
解決してもらいたい場合

都道府県労働局長による
助言・指導・勧告

調停会議による
調停・調停案の作成・受諾勧告

男女雇用機会均等法、育児・介
護休業法、パートタイム労働法
に基づく行政指導

当事者の希望等
に応じて

公平、中立性の高い
第三者機関に
援助してもらいたい場合

（男女雇用機会均等法第17条、第18条）
（育児・介護休業法第52条の４、第52条の５）

（パートタイム労働法第24条、第25条）

都道府県労働局長
都道府県労働局長

調停会議
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　都道府県労働局雇用環境・均等部（室）では、従業員と事業主の間で、男女均等取扱い等に関するトラブル、
育児・介護休業等に関するトラブル、パートタイム従業員の差別的取扱いおよび通常の従業員への転換推進措
置などに関するトラブルが生じた場合、当事者の一方または双方の申出があれば、トラブルの早期解決のため
の援助を行っています。
　詳しくは最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部（室）（裏表紙参照）へおたずね、ご相談ください。

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）
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